
第 87 号議案  

 

小城市放課後児童健全育成事業実施規則の制定について  

 

 このことについて、別紙のとおり提出する。  

 

  平成 27 年３月 26 日提出  

 

小城市教育委員会  教育長  今村  統嘉       

 

 提案理由  

  児童福祉法の一部改正に伴い、小城市放課後児童健全育成事

業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定により、新

たに事業実施のための規則を制定する必要がある。  
 
   
 
 



小城市教育委員会規則第  号  
 
小城市放課後児童健全育成事業実施規則  
 

（趣旨）  
第１条 この規則は、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 34 条の
８の規定に基づき、市が実施する放課後児童健全育成事業（以下「事

業」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。  
 （事業の目的）  
第２条 この事業は、小学校に就学している児童の保護者が、就労等に

より児童を保育できない場合に、授業の終了後及び夏季休業等の学校

休業日に、家庭に代わる生活の場を確保し、児童の健全な育成を図る

ための小城市放課後児童クラブ（以下「児童クラブ」という。）を設

置するとともに、保護者の仕事と子育ての両立支援を図ることを目的

とする。  
（名称、位置及び定員）  

第３条 児童クラブの名称、位置及び定員は、別表第１のとおりとする。  
（事業の内容）  

第４条 児童クラブは、放課後等の適切な遊び場及び生活の場を提供し、

健全育成を図るため、次に掲げる活動を行うものとする。  
(１ ) 児童の健康管理及び児童の安全確保  
(２ ) 放課後における児童の生活が健全となるような支援  
(３ ) 集団生活における児童の心身の安定の維持  

 (４ ) 遊びや行事等、集団における活動を通じての児童の成長の支援  
(５ ) 家庭との連携  
(６ ) 学校及び地域との連携  

 (７ ) 前各号に掲げるもののほか、児童の健全育成上必要な活動  
 （開設期間）  
第５条 児童クラブの開設期間は、４月１日から翌年３月 31 日までと  
する。  

 （開設時間）  
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第６条 児童クラブの開設時間は、次の各号に掲げる開設日の区分に応

じ、当該各号に定める開設時間とする。  
 (１ ) 平日（授業を行う日をいう。） 授業の終了後から午後７時まで  
 (２ ) 土曜日 午前８時 30 分から午後７時まで。ただし、学校教育法  

施行規則（昭和 22 年文部省令第 11 号）第 61 条ただし書の規定に  
よる授業を行う土曜日については、授業の終了後から午後７時まで  

 (３ ) 学校休業日（春季、夏季、冬季、学年末、学校行事に伴う振替  
休日等） 午前８時 30 分から午後７時まで  

 （休級日）  
第７条 児童クラブの休級日は、次のとおりとする。ただし、小城市教  
育委員会（以下「教育委員会」という。）が必要と認めるときは、臨  
時に休級し、又は学校の授業の休業日に児童クラブを開設することが  
できる。  

 (１ ) 日曜日  
 (２ ) 国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する  

休日  
 (３ ) ８月 13 日から同月 15 日までの日及び 12 月 29 日から翌年の１  

月３日までの日（前号に掲げる日を除く。）  
 (４ ) 重大な災害、学校保健安全法施行規則（昭和 33 年文部省令第  

18 号）第 18 条に規定する学校において予防すべき感染症等の発生  
により運営が困難な日  

 （放課後児童支援員及び補助員の配置）  
第８条 放課後児童支援員及び補助員の配置は、別表第２のとおりとす  
る。  

 （放課後児童支援員及び補助員の職務）  
第９条 放課後児童支援員及び補助員の職務は、次のとおりとする。  
 (１ ) 児童の保育、出欠確認、健康管理、安全確保、情緒の安定及び  

生活指導  
 (２ ) 小学校及び家庭との連絡調整  
 (３ ) 年間・月間計画の作成  
 (４ ) 日誌等の記録  

- 2 -



 (５ ) おやつの準備  
 (６ ) 緊急時の適切な措置  
 (７ ) 自己研鑽、集団研修及び会議への参加  
 (８ ) 施設・設備・備品及び諸経費の管理と環境整備  
 (９ ) 前各号に掲げるもののほか、児童の健全育成上必要な活動  
 （障害者の受入れ）  
第１０条 児童クラブは、次に掲げる要件を配慮の上、障害児の受入れ  
 に努めるものとする。  
 (１ ) 障害の種類及び程度  
 (２ ) 合併症の有無、内容及び程度  
 (３ ) 通学する学校からの登級方法  
 (４ ) クラブの施設等の条件  
 （入級の手続き）  
第１１条 児童クラブへ入級しようとする児童の保護者（以下「申請者」  
という。）は、放課後児童クラブ入級許可申請書（様式第１号）又は  
放課後児童クラブ一時入級許可申請書（様式第２号）に次に掲げる書  
類を添付して教育委員会に提出しなければならない。  

 (１ ) 別表第３入級を必要とする理由欄に掲げる理由につき当該別表  
第３必要書類欄に掲げる保護者についての書類勤務証明書（様式第  
３号）申告書（様式第４号）申立書（様式第５号）及び診断書（様  
式第６号）  

 (２ ) 誓約書（様式第７号）  
 (３ ) 前２号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類（様  
  式第８号）  
２ 入級申請を行った後、入級を取り止める保護者は、放課後児童クラ  

ブ辞退届（様式第９号）を教育委員会に提出しなければならない。  
３ 利用している児童クラブを一時的に変更したい場合は、放課後児童

クラブ一時利用クラブ変更申請書（様式第 10 号）を教育委員会に提
出しなければならない。  

４ 教育委員会は、第１項又は前項の規定による申請があったときは、  
これを審査のうえ、児童クラブの入級の可否を決定し、放課後児童ク  
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ラブ入級許可通知書（様式第 11 号）、放課後児童クラブ待機登録通知  
書（様式第 12 号）又は放課後児童クラブ入級不許可通知書（様式第  
13 号）により当該申請者に通知するものとする。  

５ 教育委員会は、前項の規定による入級の審査を別表第４に定める入  
級審査基準に基づき行う。ただし、児童クラブの前年度利用者で、利  
用者負担金を納入していないもの又はこの規則に定める事項に違反  
したものについては、入級を許可しない。  

６ 求職活動を理由に申告書（様式第４号）を提出した保護者で、２箇

月以内に就労できなかった場合は、１箇月間の延長を延長申立書（様

式第 14 号）により１度だけ申し立てることができる。  
７ 入級の期間は、入級の理由ごとに別表第５に定めるとおりとする。  
８ 第１項に規定する放課後児童クラブ一時入級許可申請については、

前３項の規定を準用し、教育委員会が児童クラブ運営について支障が

ないと判断した者について入級を決定するものとする。  
 （入級許可の取消し等）  
第１２条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、入級

の許可を取消し、又は利用を一時停止させることができる。  
 (１ ) 児童クラブを利用している児童であって、その保護者が労働等  

により昼間家庭にいない場合でなくなったとき。  
 (２ ) 児童が、他の児童又は放課後児童支援員等に傷害、心身の苦痛  

若しくは財産上の損失を与える行為を行ったとき。  
 (３ ) 児童の保護者が正当な理由がなく利用者負担金・おやつ代を滞  

納したとき。  
 (４ ) 児童が、施設又は設備を破損する行為を故意に行ったとき。  
 (５ ) その他開設時間等、この規則に定める事項に違反したとき。  
 （退級又は休級の手続等）  
第１３条 前条の規定により入級の許可を受けた児童（以下「入級児童」

という。）が開設期間の途中で児童クラブを退級しようとするとき又

は休級しようとするときは、当該児童の保護者は、放課後児童クラブ

退級届（様式第 15 号）又は放課後児童クラブ休級届（様式第 16 号）
を教育委員会に提出しなければならない。なお、一時入級者の退級に
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ついては、この限りでない。  
 （必要な費用）  
第１４条 教育委員会は、小城市放課後児童健全育成事業利用者負担金

徴収条例（平成 18 年小城市条例第 21 号）第１条に規定する利用者負
担金とは別におやつ代等の必要な費用を入級児童の保護者負担とし

て徴収することができる。  
 （保険の加入）  
第１５条 入級児童は、原則として傷害・賠償責任保険に加入するもの

とし、その費用は当該児童の保護者が負担するものとする。  
 （その他）  
第１６条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が

別に定める。  
   附 則  
この規則は、平成 27 年４月１日から施行する。  
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別表第１（第３条関係）  

 
別表第２（第８条関係）  

児童数  
放課後児童支援員及び補助員配置

基準  
３５人以下  ２人以上  

３６人以上５０人以下  ３人以上  
５１人以上  ４人以上  

 
別表第３（第 11 条関係）  

名称  位置  定数  

桜岡第 1 放課後児童クラブ  小城市小城町 166 番地  40 人  
桜岡第 2 放課後児童クラブ  小城市小城町 166 番地  40 人  
三里放課後児童クラブ  小城市小城町栗原 1256 番地  20 人  
晴田放課後児童クラブ  小城市小城町畑田 2099 番地  60 人  
岩松放課後児童クラブ  小城市小城町岩蔵 1941 番地  50 人  
三日月第 1 放課後児童クラブ  小城市三日月町長神田 1692番地 1 70 人  
三日月第 2 放課後児童クラブ  小城市三日月町長神田 1683 番地  60 人  
牛津第 1 放課後児童クラブ  小城市牛津町柿樋瀬 922 番地  40 人  
牛津第 2 放課後児童クラブ  小城市牛津町柿樋瀬 922 番地  40 人  
砥川放課後児童クラブ  小城市牛津町上砥川 1405 番地  35 人  
芦刈放課後児童クラブ  小城市芦刈町三王崎 14 番地  40 人  

入級を必要とする理由  必要書類  
就労  勤務証明書  
求職活動  申告書  
就学又は技能訓練  在学（入学）証明書等  
出産  母子健康手帳の写し  
病気、傷害、看護又は介護  診断書、障害者手帳、介護認定書等

の写し、申立書  
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別表第４（第 11 条関係）  
 入級審査基準（加算方式とし、総合得点を順位付けする。）  
基本指数＋調整指数１＋調整指数２＝総合得点  
  
放課後児童クラブ入級審査基準点数表  
基本指数  

区 分  
点数  

週 ５

日 以

上  

週 ４

日  
週 ３

日   勤務終了時刻  

就労  

居宅外  外勤（自営

外勤含む） 

午後 5 時 30 分以降  １ ３  １ ２  １ １  

午後４時以降午後
５時 30 分までの間  １ ２  １ １  １ ０  

午後２時 30 分以降
午後４時までの間  １ １  １ ０  ９  

居宅内  
自営内勤  

午後 5 時 30 分以降  １ １  １ ０  ９  

午後４時以降午後
５時 30 分までの間  １ ０  ９  ８  

午後２時 30 分以降
午後４時までの間  ９  ８  ７  

内職  ６  

勤務終了時刻が午後２時 30分を過ぎない又は
保育できない状態が週３日未満の場合  ５  

就学又は技能訓練  

（終了時刻）  

午後 5 時 30 分以降  １ ３  １ ２  １ １  
午後４時以降午後５時 30 分
までの間  １ ２  １ １  １ ０  
午後２時 30 分以降午後４時
までの間  １ ０  ９  ８  

求職活動  ７  

災害  罹
り

災証明書の写し  
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出 産  １２  

病気等  

病気  
入院  ２０  

居宅内（通院含む）  １８  

障害  １５  

看護・介護  

居宅外での看護・介護  １６  

居宅内での看護・介護（通

院を含む。）  
１２  

災害  ２０  

その他  ２０  

  
調整指数１  

区 分  点数  
就労  
就学又は技能訓練  

拘束時間数  ８時間以上  ３  
６時間以上８時

間未満  
２  

４時間以上６時

間未満  
１  

  
調整指数２  

区分  点数  

世帯  
同居の親族  

６５歳未満  －６  
６５歳以上  －３  

父子家庭又は母子家庭  ２０  

児童の学年  
１年生  ５  
２年生  ３  

 
同順位内における優先順位の決定基準  
 １ 学年  
 ２ 父子家庭又は母子家庭  
 ３ 同居者なし  
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 ４ 同居者が保育できない（病気等）  
 ５ 就学前児童あり  
 
別表第５（第 11 条関係）  
 理由  入級期間  
１  就労、就学又は技能

訓練  
就労、就学又は技能訓練する期間で最長で児

童クラブ終了日まで  

２  求職活動  

入級した日から２箇月以内。ただし、この期

間内に就労を開始し、勤務証明書を提出した

場合は期間を延長（最長で児童クラブ終了日

まで）  
また、求職を理由に再延長を希望する保護者

は、１箇月間の延長を申立書（様式第 14 号）
により 1 度だけ申し立てることができる。  

３  出産  
出産予定月を含め、前後２箇月以内（最長で

児童クラブ終了日まで）  

４  
病気、傷害、看護又

は介護  
保育を必要とする期間（最長で児童クラブ終

了日まで）  

５  災害  
災害復旧が完了するまでの間（最長で児童ク

ラブ終了日まで）  

６  その他  
その他教育委員会が必要と認めた期間（最長

で児童クラブ終了日まで）  
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